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宝塚市総務部情報政策課




１ 情報提供依頼の背景・目的
宝塚市ではこれまで、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（以下、ガイドライン）に則り、個人番号利用事務系、LGWAN接続系及びインターネット接続系を厳密に分離する「三層の対策（αモデル）」を長年運用し、一定のセキュリティ水準を維持してきました。
現在、総務省が令和6年（2024年）10月にガイドラインを改定し、新たにローカルブレイクアウト（以下、LBO）等を利用して安全にクラウドサービスを活用する「α’モデル」を正式に規定・許容したことをうけ、国の最新ガイドラインで認められたこの「α’モデル」への転換を目指し、Googleの「GWS」の実証実験を行うなど、検討を進めているところです。
　しかし、現行環境の更改を検討したところ、多重のRDS（画面転送）環境や、三層それぞれに構築されたオンプレミスサーバー等の維持コストが想定以上に高額となる可能性があり、費用対効果の観点から強い課題を感じています。なお、当市は現行のαモデル（三層分離・RDS構成等）の構成自体を完全に否定しているわけではありませんが、現在の高コストな構造をそのまま踏襲することは許容できず、ネットワーク構成の抜本的な見直しが必要不可欠であると考えています。
本RFIは、次年度に本格導入を目指す「α‘モデル」の構成も含め、現行αモデルにおける構成見直し案について幅広く情報を収集し、最適なネットワーク構成の検討、および予算要求に向けた概算費用の算出を目的とします。

２ 本RFIの実施方針(対話・協議型の進め方)
今回のネットワーク基盤更新はシステム規模が大きく、要件も多岐にわたります。そのため、書面による具体的なシステム提案や見積書を最初から求める形式ではなく、「市側と直接対話・協議をしながら、詳細な仕様を共に詰め、最適な構成を作り上げていきたい」という意欲のある事業者様を募集(手を挙げていただく)する形式といたします。
参加表明をいただいた事業者様と個別にヒアリングや対話(ディスカッション)の場を設け、別紙に記載の「現状と更新方針」をベースに詳細を検討した上で、最終的な構成案および概算見積書をご提示いただくという段階的な流れを想定しています。情報提供を受け、令和 9 年度予算の確保を目指し、令和 9 年度当初より、順次契約事務を開始します。

３ 情報提供依頼後のスケジュール
・参加表明の受付期限:令和8年(2026年)7月17日(金)午後3時まで
・市と事業者様との個別対話(ヒアリング・仕様協議):参加表明受付後〜令和8年８月末
※ 個別調整となります
・最終的な提案書・概算見積書の提出:令和8年9月頃を予定

４ 参加表明の受付
参加表明の受付については、以下の要領でお願いします。参加表明の受付は、令和8年（2026年）7月17日（金）午後3時までとさせていただきます。

(1) 「7 お問い合わせ先」に記載のアドレス宛に、電子メールにて本市までお送りください。
(2) 電子メールの件名（題名）は「【宝塚市】ネットワーク再構築関連情報提供依頼参加表明（貴社名）」としてください。

５ 参加表明についての質問
参加表明についての質問は、以下の要領でお願いします。質問の期限は、令和8年（2026年）7月10日（金）、いただいた質問の回答は令和8年（2026年）7月14日（火）に送付します。

(1) 質問は、様式１「質問書」に記入し、「7 お問い合わせ先」に記載のアドレス宛に、電子メールにて本市までお送りください。その際、電子メールの件名（題名）は「【宝塚市】ネットワーク再構築関連情報提供依頼参加表明（貴社名）」としてください。
(2) 来庁又はお電話による質問に対してはお答えできかねますので、ご了承ください。

５ 注意事項
(1)  情報提供依頼は、情報システムに関する技術や価格等の各種情報を得るための手段としており、本市が調達を行うことを約束したり、回答した事業者に特別の地位を約束したりするものではありません。また、情報提供依頼を辞退した事業者についても不利益に取り扱われることはありません。
(2) 情報提供依頼回答書及び付随資料の返却はいたしかねますのでご了承ください。
(3) 本市に提出された情報提供依頼回答書及び付随資料については、公文書として取り扱われます。そのため、これらの書類については、機密情報とはいたしません。また、第三者に利用された場合でも本市は一切の責任を負いかねます。
(4) 情報提供依頼回答書及び付随資料に機密扱いとする情報が含まれている場合には、当該記載個所に機密扱いであることを明記してください。その場合、機密情報を取り扱うのは本市職員に限定します。他の地方公共団体や他社への配布が必要な場合には事前に別途協議を行います。
(5) 情報提供依頼回答書の作成にかかる費用は、全て貴社にてご負担ください。
(6) 情報提供依頼に回答するにあたり、知り得た本市に関する事項については、将来においても一切他に漏らさないでください。


７ お問い合わせ先
〒６６５－８６６５
兵庫県宝塚市東洋町１－１
宝塚市　総務部　情報政策課
松本（康）・糸井・﨑山

E-Mail：m-takarazuka0009@city.takarazuka.lg.jp
TEL	 ：0797-77-2004
